（別紙1）
施設管理業務委託（利用契約）仕様書
（趣旨）
第１　この仕様書は、大分県立海洋科学高等学校施設管理業務委託（利用契約）の実施に関し必要事項を定めるものとする。
（受託者の業務）
第２　乙及び乙の会員（以下、「会員」という。）は、次に掲げる業務を行うものとする。
（1） 電話、外来者の対応処理
（2） 文書、物品の一時預かり、一時保管
（3） 校舎施錠、解錠
（4） 機械警備警報体制のセットオン及びセットオフ
（業務時間）
第３　会員の業務時間は、１回につき、原則として次のとおりとする。
（1） 平日　午前７時００分から８時００分まで　及び
午後４時３０分から７時３０分まで
（2） 土曜日、日曜、祝日　校長の指定した日及び時間
（3） 大分県立学校管理規則（昭和４２年３月２８日付教育委員会規則第１号）第２条第１項に定める休業日で委託を要しない日及び会員の都合により委託しない日は除く。
　２　前項の規定にかかわらず、学校運営の都合により学校職員の勤務日を振り替えた場合はそれに伴い、その時間を変更するものとする。
　３　甲は、１項及び２項に従い、業務委託日又は時間が変更となった場合は、予め乙へ連絡するものとする。
（業務従事者の報告）
第４　乙は、委託（利用契約）締結後直ちに、業務に従事する者を別紙2「業務従事者名簿」により甲へ報告しなければならない。
　２　乙は、不測の事態に備え、あらかじめ交代者を選定し別紙2「業務従事者名簿」により甲へ届け出ることができる。
　３　乙は、不測の事態により業務従事者を交代させる必要がある場合は、予め甲へ申し出て了解を得なければならない。
（機械警備警報体制への引継）
第５　会員は、機械警備警報体制のセットオン時刻までの間に管理棟及び教室棟等の戸締りを確認し、機械警備警報体制への引き継ぎを終えなければならない。
（非常の場合の措置）
第６　会員は、業務遂行中に火災盗難等の事故が発生した場合には、甲が別途定める者に至急連絡しなければならない。
（管理報告等）
第７　会員は、業務が終了したときは、当日の業務の状況並びに甲が別途定めた者に対する連絡内容等を別紙3「管理日誌」に記入のうえ、速やかに甲に報告するものとする。






（別紙2）
業務従事者名簿
	区分
	住　　所
	氏　　名
	連　絡　先
	備　考
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（別紙3）
	管理日誌

	年月日
	令和　　年　　月　　日（　　）
	施設管理員氏名　　若　林　　和　昭　　　㊞

	




午





前
	機械警備作動開始時刻　　セットオフ　　　　時　　　　　分

	
	解錠終了時刻　　　　　　　　　　　　　　　時　　　　　分

	
	自
	７時　　００分
	至
	８時　　００分

	
	電記
話録
・
来
客
等
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	
	一・
時保
預管
か物
り
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	
	非連
常絡
時
の
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	




午





後
	施錠終了時刻　　　　　　　　　　　　　　　時　　　　　分

	
	機械警備作動開始時刻　　セットオン　　　　時　　　　　分

	
	自
	１６時　　３０分
	至
	１９時　　　３０分

	
	電記
話録
・
来
客
等
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	
	一・
時保
預管
か物
り
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	
	非連
常絡
時
の
	【状況】
有　・　無
	【対応】
　（有）の場合

	決

裁
	校　長
	教　頭
	事　務　長
	係　員
	担　当

	
	

	
	
	
	



